
事 務 連 絡 

令和４年９月２７日 

大 臣 官 房 会 計 課 

文 化 庁 政 策 課 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

各国公私立高等専門学校担当 課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の 

認定を受けた地方公共団体担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園担当課 

各大学共同利用機関法人担当 課 

国 立 教 育 政 策 研 究 所 担 当 課 

科学技術・学術政策研究所担当課 

日 本 学 士 院 担 当 課 

日 本 芸 術 院 担 当 課 

各文部科学省独立行政法人担当課 

各文部科学省国立研究開発法人担当課 

日本私立学校振興・共済事業団担当課 

公 立 学 校 共 済 組 合 担 当 課 

 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当） 

 

令和４年秋季全国火災予防運動に対する協力について（依頼） 

 

 このことについて、消防庁次長から別添のとおり依頼がありましたので、貴機関におかれまし

ても、本運動の趣旨の徹底を図り、火災予防に万全を期されるようお願いします。 

なお、都道府県教育委員会担当課においては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対

し、指定都市教育委員会担当課においては、所管の学校に対し、都道府県私立学校担当課におい

ては、所轄の学校及び学校法人に対し、附属学校を置く国公立大学担当課においては、その管下

の学校に対し、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた

地方公共団体担当課においては、所轄の学校及び学校設置会社に対し、都道府県認定こども園担

当課においては、域内の市区町村認定こども園担当課及び所轄の幼保連携型認定こども園に対し、

指定都市・中核市認定こども園担当課においては、所轄の幼保連携型認定こども園に対して、周

知をお願いします。 

 

担当：参事官（施設防災担当）付防災調整係 

電話：03-5253-4111（内線 2290） 

御中 

本事務連絡は、消防庁次長からの通知を踏まえ、文部科学省関係機関に令和４年秋季全国

火災予防運動の趣旨の徹底を図り、火災予防に万全を期されるよう依頼するものです。 
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